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災害時に向けた ケアプラン（記載例）
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日本介護支援専門員協会災害対応マニュアル第5版 P.19
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※ 資料P2・P３の「災害時要援護者」は、2013年以前に使用していました。2013年以降は災害対策基本法上、「高齢者、障害者、乳幼児等の配慮を要する者」を「要配慮者」と表現し、
「要配慮者のうち災害時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要するもの」を「避難行動要支援者」と表記されます。



Ⓐ 要援護者のリスク・アセスメントシート 

アセスメントにより
課題を明確化

災害意識を深める
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※ 資料P2・P３の「災害時要援護者」は、2013年以前に使用していました。
 2013年以降は災害対策基本法上、「高齢者、障害者、乳幼児等の配慮を要する者」を「要配慮者」
と表現し、「要配慮者のうち災害時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避
難の確保を図るため、特に支援を要するもの」を「避難行動要支援者」と表記されます。



災害時こそ多くの支援団体との
緊密な連携でチーム一体となった

支援の重要性
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個別援助計画から、BCP（事業継続計画）訓練の実施を各事業所の
みでなく、地域の事業所同士の助け合い（共助）行政との日ごろから
の取り組み（公助）が求められる。

災害は平等 被害は不平等
…社会的弱者がもっとも被害をうける

一つの命も、災害で亡くさない。一つの事業所も被災で廃業しない。
何より地域が被災しても立ち直る期間を短くすると、高齢者にとって
のダメージは少なくて済む。被災後も事業を継続するための発災前の
準備行動が重要である。さぁ！今から始めよう！
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国民のみなさまへのメッセージ

全文は当協会ホームページに掲載しています

私たちからの5つの約束

私たち介護支援専門員は、あなたらしい生活を応援します
私たち介護支援専門員は、災害時や感染症禍の中でも支援を止めません
私たち介護支援専門員は、人生の最終段階までの伴走者です
私たち介護支援専門員は、身近で相談しやすい存在です
私たち介護支援専門員は、常に質の向上をはかります
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ご清聴
ありがとうございました
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